
電子申請の御案内 
（こども加算確認手続編） 

支給要件確認書の提出は、郵送に代えて、電子申請で提出していただくことが可能です。 

申請方法は、下記画面のとおりですので、参考にしてください。 
※ 代理人による申請や給付辞退の手続きは電子申請ではできませんので、郵送により手続きをお願いします。 

①事前準備 ④電子メールの登録画面 ⑥申請者情報登録画面 

 
※本人確認書類は、①で準備したデ

ータを登録してください。 

電子申請をするには、事前に下 

 
確認メール送信後、電子メールを確認してください。 

 

記データの準備をお願いします。 

・本人確認書類（免許証など） 

・口座確認書類＜口座の登録や変更する方のみ＞ 

 （通帳の金融機関・支店名・口座番号・ 

 口座名義人が判明する部分） 

 ※ 写真撮影又はスキャニングし、保存しておいてください。 

②電子申請番号の確認 ⑧支給要件の確認画面 

 送付された支給要件確認書の右 

 
注意事項を確認の上、チェックしてください。 

上のバーコードの下にある、電子 

申請識別番号を確認して下さい。 

※申請の際に使用します。 

 

⑤利用規約同意画面 

 
 

③電子申請窓口への接続 

 お手持ちのスマートフォンやパ

ソコンで、下記より電子申請窓口 

に接続してください。 
⑦支給対象者の確認画面 

 

URL 二次元コード 

https://ttzk.graffer.j
p/town-shimizu-
sz/smart-apply/apply-
procedure-
alias/kodomokasan-
kakunin  

 

 

 
  

裏面に続きます 



 

⑨加算対象児童の登録 <<別居監護のこどもがいる場合>> ⑪変更（登録）する口座情報 ⑫給付対象人数・金額の確認 

 と同意 

 

 本給付金は該当世帯と生計を同一とするこども

（H17.4.2-R6.4.1生）に対して加算給付となりま

す。このため、加算対象児童を登録します。 

※確認書に記載されている児童も登録します。 

 加算対象児童の情報入力の際に「同居・別居の

別」で「別居」を選択し、その下に表示される「別

居監護の場合の住所」欄に対象児童の住民登録をし

ている住所を入力します。 

※別居監護状況を関係部局に照会させていただきます。 

※この画面は、⑩の振込口座の表示で、「記載の口

座へ振込を希望」を選択した場合は、表示されま

せん。本画面が表示される方が、支給口座を変更

（登録）される方のみとなります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

※口座名義人は、原則申請者（確

認書の左上に書かれている方）名

義である必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加算対象の子どもの人数と給付予定金額が自動表

示されますので、確認の上、申請の同意をしてくだ

さい。 

 

 

⑩支給要件確認書の表示内容登録  

 

⑬申請の完了画面  

※⑫の次へ進むを選択すると、確

認画面が表示され、正式登録

後、下記が表示されれば申請が

終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子メールに確認完了メールが送信さ

れますので、御確認ください。 

 

 

  

※加算対象児童の情報は、対象児童数で選択した人数分のすべての

こどもについて、入力します。（２人目以降は「○＋もう１件追加す

る」をクリックして、入力します。） 

※申請番号は②で確認した番号を入力してください。 

※支給口座の表示は、支給要件確認書の２支給口座の確認欄に記載

されている支給口座の内容から判断して選択してください。 

※電子申請で申請した場合は、郵便

で支給要件確認書を送付する必要

はありません。 

 

 

 
 


